
旅行社

◎旅行割引の利用方法◎
●利用方法
　１． 各契約旅行社取扱窓口の「割引指定コース」であることを確認のうえ、予約申込をして、旅行社

の担当者が記入・押印した「旅行助成確認票」を受領ください。その際、ハッピーパック会員であ
る旨を申出ください。

　　　※オプション・オーダーメイド等は対象外です。
　　　　「宿泊クーポン対象外」の記載施設は、「宿泊のみのプラン」が指定のパンフレットに記載さ
　　　　れていても助成対象外です。　　

　　　※各契約旅行社取扱窓口以外での予約申込は対象外です。
　　　※一連の旅行を分割して申請することはできません。

　２．予約後、「旅行割引利用申込書」と「旅行助成確認票」を「ハッピーパック」へ提出ください。
　　　 郵送の場合は、会社か自宅の宛名を記入した返信用封筒（切手貼付）を同封して、出発日の5営

業日前までに提出ください。（会員専用サイトからの申込、FAX不可、旅行社の代理発送は不可） 
　　　　申込書受理後、「旅行割引利用承認書」を発行（郵送）します。

　４．
　利用後の承認（発行）はできません。
「旅行割引利用承認書」持参のうえ、旅行社で旅行費用をお支払いください。

　３．

会員と
その家族

ハッピー
パック 旅行社②「旅行助成確認票」発行

①旅行の申込（予約金）

⑤旅行費用支払
とこるす出提を）綴枚2（」書認承「の④※

③「旅行割引利用申込書」・
　「旅行助成確認票」提出

④「旅行割引利用承認書」発行
※家族の範囲は
下図参照

●注意事項
　１． 利用資格…対象は、会員とその家族（下図参照）

に限ります。
　２． 取消・変更…利用の取消・人数等の変更がある

場合は、速やかに「旅行社」と「ハッピーパッ
ク」へ連絡ください。キャンセル料が必要な場
合は、旅行社に直接お支払いください。

　３． その他

※その他の旅行社等のサービスもあります。詳しくは“ハッピーパックぷらす”をご覧ください。

…「ハッピーパック」発行の「旅行割引
利用承認書」が無い場合は、一般料金扱いとな
ります。　　　　　　

父　母

配偶者

義父母

生計を一にする子

●割引一覧
　下記の補助額・割引額は1人当たりの金額です。

一般旅行料金 補助額 旅行社割引額
5,000円～20,000円 500円 一般料金の2％～3％

（100円未満切捨て）20,001円以上 1,000円

※ A4サイズの利用申込書（水色）に記入して  
提出ください。

本　人
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◎宿泊補助対象施設の利用方法◎
●補助額（３泊限度）

大人・小人（1人1泊） コテージ等の利用（1棟1泊）
500円 1,000円

※宿泊補助と宴会補助は重複して受けることはできません。
※ 料金は季節や期間・改定等により変わる場合がありますので、予約時
に必ず施設で確認ください。また、幼児（施設により幼児料金になる
年齢は異なります）は、一般料金扱い（補助対象外）になります。

●利用方法
　１． 保養施設へ直接電話で申込ください。
　　　 

申込時には①「ハッピーパックの会員」であること②利用日等
必要事項を施設に申出ください。

　　　※

 

保養施設へ直接電話申込以外は補助対象外です。
（東急ホテルズを除く）

　２． 予約後、利用日（郵送、FAX、会員専用サイトからの申込は5営
業日前）までに、「保養施設利用申込書」に必要事項を記入のうえ、
「ハッピーパック」へ提出ください。

※ A4サイズの利用申込書（緑色）に記入して提
出ください。

郵送の場合は、会社か自宅の宛名を記入して返信用封筒（切手貼付） を同封ください。
 　３． 申込書受理後「保養施設利用承認書」を発行します。

　４． 利用時に、「保養施設利用承認書」を施設へお渡しください。
　５． 利用料金は、直接施設でお支払いください。 

 

◎宴会補助対象施設の利用方法◎

◎宿泊補助・宴会補助　共通の注意事項◎

補助額 大人・小人　1人1回 500円
※宿泊補助と宴会補助は重複して受けることはできません。
※料金は季節や期間・改定等により変わる場合がありますので、予
約時に必ず施設で確認ください。また、キャンセル料等について
も確認ください。

●利用方法
　１．

　２．

　３．
　４． 

　５．

　　　 

会員と
その家族

ハッピー
パック 施設

②「保養施設利用
　申込書」提出

①電話で
　直接予約

⑤補助金の請求

⑥補助金の支払い

③
「保養施設利用承認書」

発行

③
「保養施設利用承認書」

発行

④
「保養施設利用承認書」
　提出（割引利用）

④
「保養施設利用承認書」
　提出（割引利用）

父　母

本　人 配偶者

義父母

生計を一にする子

 ※A4サイズの利用申込書（緑色）に記入して提
出ください。

 

 

●注意事項
　１．

　２．

　３．

保養施設へ直接電話で申込ください。
申込時には①「ハッピーパックの会員」であること 
②利用日等必要事項を施設に申出ください。
予約後、利用日（郵送、FAX、会員専用サイトから
の申込は5営業日前）までに、「保養施設利用申込
書」に必要事項を記入のうえ、「ハッピーパック」
へ提出ください。郵送の場合は、会社または自宅の
宛名を記入して返信用封筒を同封ください。
申込書受理後「保養施設利用承認書」を発行します。
利用時に、「保養施設利用承認書」を施設へお渡しく
ださい。
利用料金は、直接施設でお支払いください。

利用資格…対象は、会員と
その家族（右図参照）に限
ります。
取消・変更…利用の取消・
人数等の変更がある場合は、
速やかに利用施設および
「ハッピーパック」へ連絡
ください。
キャンセル料が必要な場合は、施設へ直接お支払いく
ださい。
（１）利用者の名義を貸借した場合は、後日、名義

を貸した会員から補助金分を徴収するととも
に、今後の利用をお断りします。

（2）「保養施設利用承認書」が無い場合は、一般料金扱
いとなります。また利用後の「保養施設利用承認
書」の承認（発行）はできません。

24

申
込
用
紙
等

全
国
サ
ー
ビ
ス

手
続
方
法

共
済
の

あ
ら
ま
し

観

る

る
す
旅

る
す
旅

学

ぶ

学

ぶ

支

援

健

康


